
５　一般的な開発行為（都市計画区域外）
・開発規模が1ｈａ超とする。

・農地を含む。
・地域森林計画対象森林（１ha超）を含む。
・都市計画区域を含まない。
・注視区域、監視区域の指定はない。

②国土法第２３条届出書 ③②の送付 （④不勧告）

（①土地売買等契約）

①事前協議書の提出 ②①の送付 ③結果の通知 ④③の通知 事
業
者

完了（公告）

（同意協議）
決定・公告 （工事着手）

許可（同時）

上記以外の主な手続

　　　　　〔農用地区域からの除外〕

事前審査（５ha以上） 終了（回答）

　　（環境影響評価法・県環境影響評価条例）

国土利用計画法

・農業振興地域の農用地区域を含む。
立地する土
地の状況
（例）

環境影響評価の実施

市町村の農業振興地域整備計画の変更

　　　　土木関係・建築関係
・自然公園法（国立公園、国定公園内の行為の許可、届出、承認、認可）
・県立自然公園条例（県立自然公園内の行為の許可、届出、承認、認可）
・県自然環境保全条例（自然環境保全地域、緑地環境保全地域内の行為
の許可、届出、協議）
・県生活環境の保全等に関する条例（特定施設等の設置及び騒音指定建
設作業の届出）
・浄化槽法（浄化槽の設置の届出）
・水道法（専用水道工事の確認）
・県給水施設等条例（給水施設工事の確認）
・環境影響評価法（環境影響評価の実施）

　　　農地・林地関係

　　（農業振興地域の整備に関する法律）

個別規制
法の開発
許可手続

農地転用許可（農地法）

林地開発許可（森林法）
開発許可（都市計画法）

・森林法〔保安林〕
（一定行為の許可、
原則指定解除不可）

　　　　　　　　　　　　　　　自然保護・環境関係

この流れ図は、土地売買等がある場合の手続を示す。
各法令の詳しい内容は、後述の法令解説を参照すること。

（土地売買等契約後に利用目的を審査）

事前の協議・指導

（※点線内は「③結
果の通知」の要件と
なる。）

変更計画

県大規模土地利用事前指導要綱（大規模な土地利用の事前指導）
※開発規模が5ha以上又は農地転用許可の必要がある4haを超える農地を含む場合。環境影響評価を実施する場合は不要。

・景観法
（県景観形成重点地域におけ
る行為の届出、景観計画区域
（景観形成重点地域を除く）の
行為の届出）
・国有財産法
（法定外公共財産の使用許
可、払い下げ等）
・市町村の開発指導要綱等

・道路法
（道路管理者以外の者が行う工
事の承認）
・河川法
（河川管理者以外の者が行う工
事の承認、流水・土地の占有の
許可等）
・建築基準法
（建築物の建築、大規模な修繕
等の確認）

　　文化財保護関係
・文化財保護法
（埋蔵文化財等の
包蔵地発掘・発見
の届出）

各行政庁へ開発・
転用許可の申請

　　　　　　　その他
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